
 和光ジョギング愛好 会 会則  （記入例） 

（名称） 
  第１条 この会は、 和光ジョギング愛好 会とする。 
 
（目的） 
  第２条 この会は、 会員の健康増進及び親睦       を図ることを目的とする。 
 
（活動） 
  第３条 この会は、目的を達成するため次の活動を行う。 
  （１） 会員集合しての定期的な市内ジョギング実施     
  （２） 年数回の定期総会及び親睦会            
  （３） その他、会の運営に必要な会合など         
 
（会員） 
  第４条 この会は、別表のとおり構成する。 
 
（役員） 
  第５条 この会に、次の役員を置く。 
  （１）代表者   １ 名 
  （２）副代表者  １ 名 
  （３）会計    １ 名 
  （４）監査    ２ 名 
 
（任期） 
  第６条 役員の任期は １ 年とする。ただし、欠員が生じた場合は前任者の残任期間とする。 
 
（会議） 
  第７条 この会は、次の会議を開催し運営する。 
  （１） 定期総会（年数回）             
  （２）                       
（会費） 
  第８条 会費は、毎月 100 円とする。ただし、必要に応じて臨時に徴収することができる。  
 
（会計年度） 
 第９条 会計年度は、 ４ 月 １ 日から翌年 ３ 月 ３１ 日までとする。 

 
（その他） 
 第１０条 この会則の改正や、その他必要な事項は総会で決定する。 

 
 付  則 
  この規約は、 2020 年 ４ 月 １ 日から施行する。 


